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◆◆◆◆長時間労働長時間労働長時間労働長時間労働やややや仕事上仕事上仕事上仕事上ののののストレスストレスストレスストレスによるによるによるによる

精神疾患精神疾患精神疾患精神疾患 

過労や職場のストレスが原因でうつ病

などの精神疾患にかかり過労自殺した

（未遂を含む）として、2007年度に労災

認定された人は前年度を15人上回る81人

となり、２年連続で過去最悪となりまし

た。過労自殺者を含む精神疾患の労災認

定者も268人と、前年度比３割増となっ

ています。 

厚生労働省は、「長時間労働に加え、

仕事の重圧なども精神疾患の原因にな

る」として、労働環境の改善を求めてい

ます。 

 

◆◆◆◆過労死過労死過労死過労死とととと過労自殺過労自殺過労自殺過労自殺 

 過労死や過労自殺の定義を整理してみ

ましょう。 

「過労死」は、働き過ぎが原因で、心

筋梗塞や脳梗塞など心臓や脳の疾患を発

症し死亡するものです。認定基準として

は、「発症前1カ月に100時間または２～

６カ月間に月80時間を超える時間外労働

があれば関連性が強い」とされていま

す。 

「過労自殺」は、過労や職場でのスト

レスからうつ病などの精神疾患となり、

自殺に至るものです。原則として発症前

６カ月の間に、長時間労働や仕事の量・

質の大きな変化、重大なミス、出向やセ

クハラなどの業務上の強いストレスが

あったことが認定の要件となります。 

 今回の調査では、脳梗塞などの脳・心

臓疾患で労災認定された人は前年度から

１割増えて392人（うち死亡したのは142

人）と、過去最悪となりました。 

 

◆◆◆◆精神疾患増加精神疾患増加精神疾患増加精神疾患増加のののの理由理由理由理由とそのとそのとそのとその対処法対処法対処法対処法 

2007年度は精神疾患の労災申請数が前

年度比16.2％増の952人、一方、脳・心臓

疾患の申請は0.7％減の931人で、調査開

始以来初めて、過労による精神疾患の申

請が脳・心臓疾患を上回ることとなりま

した。 

精神疾患の労災認定者の１カ月平均残

業時間について、80時間以上だった人は

111人でした。一方、20時間未満の人も72

人いましたが、「長時間労働だけでなく

職場のいじめや過剰なノルマなどで精神

疾患になるケースもある」という声もあ

り、一概に時間外労働の多寡だけでは判

断しにくいところです。 

労働者の精神疾患が増える背景には、

企業が目先の発症者対策に追われ、長時

間労働が減らないという根本的問題があ

ります。また、個人主義や「勝ち組」

「負け組」といった考え方が横行し、会

社の中で連帯して集団的に問題を解決す

る能力が低下していることも一因といえ

るでしょう。 

 精神疾患は薬だけで治るものではあり

ません。ものの見方や感じ方を修正する

カウンセリングの実施など、職場や家族

が一体となって取り組んでいくことが必

要です。    
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 注意注意注意注意すべきすべきすべきすべき職場職場職場職場でのでのでのでの電話応対電話応対電話応対電話応対マナーマナーマナーマナー  

◆◆◆◆電話電話電話電話のののの応対応対応対応対ででででビジネスビジネスビジネスビジネスをををを円滑円滑円滑円滑にににに    

 電話を取り次ぐという経験が少ないた

めに、「○○様でいらっしゃいますか」

「あいにく○○は不在でございます」な

どといった言葉が使えない、いわゆる

『携帯電話世代』の社員が増えてきまし

た。電話応対のマナーを知らない社員の

姿も目立ちます。 

気持ちのよい電話の応対は、ビジネス

を円滑に進めるうえで重要な要素です。

電話ではなく電子メール等で要件を済ま

すケースも増えている昨今ですが、職場



での電話応対のマナーについて改め

て考え直す機会が必要かもしれませ

ん。 

 
◆◆◆◆電話電話電話電話をををを受受受受けるけるけるける場合場合場合場合のののの基本的基本的基本的基本的ななななマナーマナーマナーマナー 

電話応対で最も注意すべきなのは、

「横柄な受け答えをしたり、面倒くさ

そうに答えたりしない」ことです。会

社の信用をなくしてしまったり、印象

が悪化したりしかねません。 

次に、「『お待ちください』と言っ

た後、長時間待たせっぱなしにしな

い」ことも重要です。しばらく時間が

かかりそうな場合には、いったん電話

を切り、こちらからかけ直す配慮が必

要です。当人が不在だったときは、先

方が「またかけます」と言った場合で

も、電話があった旨のメモを残しま

す。いざ本人が電話を受けた際に、

「先ほどは不在で失礼しました」とい

う一言がないと、失礼に当たるからで

す。 

また、電話を受けるときに特に注意

したいのは、「他の人に回すのに時間

がかかる」、「取り次ぐ途中に切れて

しまう」といった、機器操作上の不手

際がないようにすることです。そのた

めには、普段から電話機の操作に慣れて

おく必要があります。 
 

◆◆◆◆電話電話電話電話をかけるをかけるをかけるをかける場合場合場合場合のののの基本的基本的基本的基本的ななななマナーマナーマナーマナー 

まずは、「社名や氏名をはっきり名乗

る」ことが大切です。また、先方は忙し

い時間帯かもしれません。「昼食時間や

営業時間外の電話の際は気遣いの言葉を

入れる」、「『お時間よろしいでしょう

か』と確認する」といったことも重要な

ポイントです。 

電話を切るときは、受話器を静かに置

きます。 
 

◆◆◆◆気持気持気持気持ちのよいちのよいちのよいちのよい電話応対電話応対電話応対電話応対のためにのためにのためにのために    

電話は対面の場合と違って相手の表情

や状況が見えないだけに、受け答えにも

工夫をする必要があります。「呼び出し

３回以内に出る」「できるだけ丁寧に話

す」「はっきり話す」「声のトーンをい

つもより高めにする」ことを心がける必

要があります。 

新入社員が研修等で電話のマナーを学

ぶことも大切ですが、ベテラン社員も、

先方に不快感を与えていないか、時には

意識して振り返ってみることも必要で

す。 
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    転職転職転職転職がががが原因原因原因原因でででで支給漏支給漏支給漏支給漏れのれのれのれの多多多多いいいい企業年金企業年金企業年金企業年金  

    企業年金企業年金企業年金企業年金    約約約約124124124124万件万件万件万件のののの

支給漏支給漏支給漏支給漏れがれがれがれが発覚発覚発覚発覚    
    

昨今昨今昨今昨今のののの年金問題年金問題年金問題年金問題でででで国民年国民年国民年国民年
金金金金やややや厚生年金厚生年金厚生年金厚生年金のののの公的年金公的年金公的年金公的年金へへへへ
のののの関心関心関心関心がががが高高高高まるまるまるまる一方一方一方一方、、、、忘忘忘忘れれれれ
られがちなのがられがちなのがられがちなのがられがちなのが企業年金企業年金企業年金企業年金でででで
すすすす。。。。加入者加入者加入者加入者からのからのからのからの請求請求請求請求がながながながな
かったためにかったためにかったためにかったために2007200720072007年年年年にはにはにはには約約約約
124124124124万件万件万件万件のののの支給漏支給漏支給漏支給漏れがれがれがれが発覚発覚発覚発覚
したしたしたした企業年金企業年金企業年金企業年金。。。。特特特特にににに転職時転職時転職時転職時
にはにはにはには、、、、特特特特にににに注意注意注意注意するするするする必要必要必要必要がががが
ありますありますありますあります。。。。    

７月号（第４号） 

◆◆◆◆約約約約124124124124万件万件万件万件のののの支給漏支給漏支給漏支給漏れがれがれがれが発覚発覚発覚発覚 

昨今の年金問題で国民年金や厚生年金

の公的年金への関心が高まる一方、忘れ

られがちなのが企業年金です。加入者か

らの請求がなかったために2007年には約

124万件の支給漏れが発覚した企業年金。

特に転職時には、特に注意する必要があ

ります。 
 

◆◆◆◆企業年金企業年金企業年金企業年金のののの種類種類種類種類 

企業年金は２種類に大別できます。１

つは将来の給付額をあらかじめ約束する

「確定給付型」、もう１つは年金資産の

運用次第で給付額が変わる「確定拠出

型」です。 

確定給付型の企業年金には、厚生年金

基金や確定給付企業年金、税制適格退職

年金（2012年に廃止）などがあります。

拠出した掛金の累計額とその運用収益で

あらかじめ年金額が決定されていること

から、加入員が老後の計画を立てやす

く、加入員数が伸びていました。福利厚

生策として、企業が独自に自社年金

を設けるケースもありました。 

しかし、バブル崩壊等により運用環

境が悪化し、大半の企業が、予定して

いた運用益を確保できずに積立不足に

陥るという問題が発生しました。企業

は不足分を補填しなければならず、運

用失敗の負担が重くのしかかるケース

もしばしば起こりました。 

確定拠出型の企業年金は、こうした

確定給付型の問題を解決できる特色を

持っている制度で、2001年に誕生しま

した。掛金を誰が拠出するかの違いに

より「企業型」と「個人型」がありま

すが、企業型の場合、企業が掛金を拠

出し、運用は従業員が自ら行います。

運用を加入者が個々に行うため、企業

には確定給付型が持つ補填リスクがあ

りません。 

従業員にとっても、年金資産が個人

別に区分され、残高の把握や転職時の

資産の移行が容易だというメリットが

あります。こうしたメリットゆえ、導
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    最近最近最近最近のののの年金関係年金関係年金関係年金関係（（（（納付率納付率納付率納付率・・・・年金記録問題等年金記録問題等年金記録問題等年金記録問題等））））のののの動向動向動向動向 

「「「「ねんきんねんきんねんきんねんきん特別便特別便特別便特別便」」」」    一一一一

度却下度却下度却下度却下されてもされてもされてもされても新証拠新証拠新証拠新証拠があがあがあがあ

ればればればれば再審査再審査再審査再審査    

    
総務省総務省総務省総務省のののの「「「「年金記録確認年金記録確認年金記録確認年金記録確認

第三者委員会第三者委員会第三者委員会第三者委員会」」」」ではではではでは、、、、一度一度一度一度
給付給付給付給付をををを却下却下却下却下したしたしたした案件案件案件案件についについについについ
てもてもてもても、、、、そのそのそのその後後後後にににに新新新新たなたなたなたな証拠証拠証拠証拠
がががが見見見見つかったつかったつかったつかった場合場合場合場合にはにはにはには再審再審再審再審
査査査査をををを行行行行うううう方針方針方針方針をををを発表発表発表発表しまししまししまししまし
たたたた。。。。再審査再審査再審査再審査をををを導入導入導入導入するのするのするのするの
はははは、、、、１１１１件当件当件当件当たりのたりのたりのたりの審査審査審査審査にににに時時時時
間間間間をかけられないためだそをかけられないためだそをかけられないためだそをかけられないためだそ
うですうですうですうです。。。。    

一度却下一度却下一度却下一度却下されてしまったされてしまったされてしまったされてしまった
方方方方でもでもでもでも、、、、あきらめずにあきらめずにあきらめずにあきらめずに証拠証拠証拠証拠
となるものをとなるものをとなるものをとなるものを根気根気根気根気よくよくよくよく探探探探しししし
てみるとてみるとてみるとてみると良良良良いかもしれませいかもしれませいかもしれませいかもしれませ
んんんん。。。。        

７月号（第４号） 

◆◆◆◆国民年金納付率国民年金納付率国民年金納付率国民年金納付率がさらにがさらにがさらにがさらに低下低下低下低下    

社会保険庁は、2007年度における国民

年金保険料の納付率が約64％となり、前

年度の約66％を下回って２年連続低下と

なるとする見通しを明らかにしました。

同庁では、近年、未納者対策としての強

制徴収などに力を入れていますが、なか

なか効果が現れていません。年金記録問

題を背景に、制度自体への不信感が増し

ており、納付しない人が増えていると思

われます。 

低所得者に対する保険料の全額免除・

一部免除の徹底などの対策を進めていっ

た場合、納付率が「最大で24.8ポイント

上昇する」とする試算結果を政府は発表

していますが、納付率の上昇は現状では

なかなか難しいようです。 
 

◆◆◆◆「「「「ねんきんねんきんねんきんねんきん特別便特別便特別便特別便」」」」回答者回答者回答者回答者はははは約半分約半分約半分約半分    

また、社会保険庁は、年金記録に漏れ

がある可能性が高い約1,030万人に３月末

までに送付した「ねんきん特別便」への

回答者数が、４月28日現在で約510万人

であると発表しました。これは、全体の

49.5％に相当します 

510万人の内訳は、年金受給者218万人

（回答率73％）、現役加入者292万人

（回答率40％）となっており、特別便が

届いてもほったらかしにしている人が多

いという実態が明らかになっています。 
 

今月（６月23日）からは、現役の会社

員などにも特別便の送付が始まる予定で

す。同庁の調査によれば、全体の55.7％

に相当する約2,200万通は企業を経由し

て従業員に配布されるようです。大企業

を中心に全事業所のうちの22.3％が配布

に協力するとしていますが、中小企業で

は、事務負担から協力要請を拒んだとこ

ろも多いようです。こうした場合には、

直接従業員本人の住所に特別便が郵送さ 

れることになっています。 

 

◆一度却下一度却下一度却下一度却下されてもされてもされてもされても新証拠新証拠新証拠新証拠があればがあればがあればがあれば再再再再                

審査審査審査審査    

総務省の「年金記録確認第三者委員

会」では、一度給付を却下した案件につ

いても、その後に新たな証拠が見つかっ

た場合には再審査を行う方針を発表しま

した。再審査を導入するのは、１件当た

りの審査に時間をかけられないためだそ

うです。 

一度却下されてしまった方でも、あき

らめずに証拠となるものを根気よく探し

てみると良いかもしれません。   

入企業も徐々に増加する傾向です。 

 

◆◆◆◆転職時転職時転職時転職時のののの注意事項注意事項注意事項注意事項 

 さて、転職時には、これらの企業年金

に対してどのような注意が必要なので

しょうか。 

例えば厚生年金基金の場合、会社の定

める一定期間を超えていれば基本的には

その会社で運用を続け、期間が満たない

ときには運用は企業年金連合会に移りま

す。転職経験が多く、以前の勤め先の企

業年金について覚えていない場合、まず

は企業年金連合会に問い合わせれば、ど

の部分が連合会に移ったのかわかりま

す。それでも不明のときは、各企業の基

金に問い合わせることが必要です。 

確定給付型の企業年金は、2005年以

降、転職先の会社が受け入れる体制を整

えていれば、年金資産の移管が可能にな

りました。また、確定給付型から確定拠

出型への移行もできます。 

 企業型の確定拠出年金は、転職先にも

同様の制度があれば、それまでの年金資

産を引き継ぐことができます。ただし、

転職先に制度がない場合は、個人型の確

定拠出年金として、国民年金基金連合会

に年金資産を移管する必要があります。

退職から半年以内に移管手続をしない

と、運用を放棄したとみなされ、運用で

得た利益を受け取ることができなくなり

ますので、注意が必要です。 
 



◆◆◆◆４４４４月月月月からはからはからはからは中小企業中小企業中小企業中小企業でもでもでもでも義務化義務化義務化義務化    

「長時間労働者を対象とした医師によ

る面接指導等の実施」については、平成

18年に改正された労働安全衛生法で義務

化されました（同法第66条の８）。過重

労働による健康障害を防止し、労働者の

安全と健康の確保を推進するためです。 

この面接指導等の実施については、従

業員が常時50人未満の事業場については

これまで２年間猶予されていましたが，

今年の４月からは義務化されています。

つまり、すべての事業場において長時間

労働者に面接指導を実施し，医師の意見

を聴いて措置を講じなければならなく

なったのです。 

 

◆◆◆◆どんなことをどんなことをどんなことをどんなことを行行行行わなければならないかわなければならないかわなければならないかわなければならないか    

面接指導は「問診その他の方法により

心身の状況を把握し、これに応じて面接

により必要な指導を行うこと」とされて

おり、対象となるのは「時間外・休日労

働時間が１カ月当たり100時間を超え，

かつ，疲労の蓄積が認められる者」で

あって、会社に申出を行った労働者です

（ただし，１カ月以内に面接指導を受け

た労働者で医師が面接指導を受ける必要

がないと認めた場合は除かれます）。 

基本的には、会社が指定した医師が行

う面接指導を受けることになりますが、

労働者が希望する場合は、他の医師の行

う面接指導を受けることもでき、その場合

は結果を証明する書面を会社に提出する必

要があります。 そして、会社はその結果

を記録しておく必要があります。 

また、会社は、医師の意見を聴いて、必

要があると認められたときは、労働者の実

情を考慮しながら、以下のような措置を講

じなければなりません。この考え方は健康

診断（安衛法第66条の５）と同様のもので

す。 

・就業場所の変更 

・作業の転換 

・労働時間の短縮 

・深夜業の回数の減少 

・医師の意見の衛生委員会もしくは安全衛

生委員会または労働時間等設定改善委員

会への報告 

 

◆◆◆◆そのそのそのその他他他他のののの留意点留意点留意点留意点    

なお、（１）時間外・休日労働時間が１

カ月あたり80時間を超え、かつ、疲労の蓄

積が認められる者、（２）事業場において

定めた基準に該当する（時間外・休日労働

時間が１カ月45時間を超えた者は対象とす

ることが望ましい）者についても、努力義

務としての面接指導の対象となります。面

接指導の対象となる労働者以外の労働者で

あっても、予防的な意味から、会社は必要

な措置を講ずることが重要とされていま

す。 
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    非正社員非正社員非正社員非正社員をををを正社員正社員正社員正社員にににに転換転換転換転換させたさせたさせたさせた場合場合場合場合にににに支給支給支給支給されるされるされるされる助成金助成金助成金助成金 非正社員非正社員非正社員非正社員のののの正社員化正社員化正社員化正社員化によによによによ    

るるるる助成金助成金助成金助成金のののの支給対象支給対象支給対象支給対象となとなとなとな    

るるるる事業主事業主事業主事業主、、、、要件要件要件要件    

 

中小企業事業主中小企業事業主中小企業事業主中小企業事業主でででで、、、、雇雇雇雇
用保険適用事業主用保険適用事業主用保険適用事業主用保険適用事業主であるであるであるである
ことがことがことがことが必要必要必要必要ですですですです。。。。そしてそしてそしてそして
非正社員非正社員非正社員非正社員をををを正社員正社員正社員正社員にににに転換転換転換転換
させるさせるさせるさせる制度制度制度制度をををを、、、、新新新新たたたた（（（（平平平平
成成成成20年年年年４４４４月月月月1日以降日以降日以降日以降））））にににに労労労労
働協約働協約働協約働協約またはまたはまたはまたは就業規則就業規則就業規則就業規則にににに
定定定定めめめめ、、、、かつかつかつかつ、、、、１１１１人以上正人以上正人以上正人以上正
社員社員社員社員にににに転換転換転換転換させるさせるさせるさせる必要必要必要必要がががが
ありますありますありますあります。。。。    
なおなおなおなお、、、、取扱機関取扱機関取扱機関取扱機関はははは、、、、都道都道都道都道
府県労働局府県労働局府県労働局府県労働局・・・・公共職業安公共職業安公共職業安公共職業安
定所定所定所定所（（（（ハローワークハローワークハローワークハローワーク））））とととと
なっていますなっていますなっていますなっています。。。。        

７月号（第４号） 

◆◆◆◆改正改正改正改正パートパートパートパート労働法労働法労働法労働法とととと正社員正社員正社員正社員へのへのへのへの転換転換転換転換    

今年４月１日から施行されている改正

パート労働法では、パート労働者の通常

の労働者（正社員）への転換を推進する

ための措置を講ずるよう、事業主に義務

付けています。最近では、製造業、飲食

店、宿泊業、サービス業などでパート労

働者を正社員へ転換させる企業も増えて

います。 

改正法の施行を機に、非正社員を正社

員化する動きはますます広がっていきそ

うですが、この改正にあわせて新たな助

成金が創設されています。 

 

◆◆◆◆非正社員非正社員非正社員非正社員のののの正社員化正社員化正社員化正社員化でででで助成金助成金助成金助成金    

厚生労働省は、「中小企業雇用安定化

奨励金制度」を創設しました。 

中小企業の事業主が、パート労働者や

契約社員などの契約労働者（非正規社

員）を新たに正社員として転換させる制

度を就業規則などに定めて、実際に正社員 

に転換させた場合に、一定の金額が奨励金 

として支給されるものです。 

  
◆◆◆◆支給額支給額支給額支給額のののの２２２２つのつのつのつのパターンパターンパターンパターン 

 ＜転換制度導入事業主＞ 

新たに転換制度を導入し、かつ、この

制度を利用して、直接雇用する有期契約労

働者を１人以上正社員に転換させた場合

に、一事業主について35万円が支給されま

す。  

＜転換促進事業主＞ 

転換制度を導入した日から３年以内に、直 

接雇用する有期契約労働者を３人以上正社 

員に転換させた場合に、対象労働者１人に 

ついて10万円が支給されます（10人を限 

度）。  

 

 

    中小企業中小企業中小企業中小企業でもでもでもでも義務化義務化義務化義務化！ ！ ！ ！ 長時間労働者長時間労働者長時間労働者長時間労働者にににに対対対対するするするする医師医師医師医師のののの面接指導面接指導面接指導面接指導 



    おおおお問合問合問合問合せせせせ無料無料無料無料    

〒２３５－００１２ 

横浜市磯子区滝頭３－７－２１－１０１ 

TEL／FAX ０４５（７５３）０６３２ 

E-mail: sr-samejima@ab.auone-net.jp 

企業の安定・発展のパートナー 
～経営者様と従業員様の「Win＆Happy」のために～ 

 

   社会保険労務士  鮫 島 忠 司 

さめじまさめじまさめじまさめじま社会保険労務士事務所社会保険労務士事務所社会保険労務士事務所社会保険労務士事務所    

７７７７月月月月のののの税務税務税務税務とととと労務労務労務労務のののの手続手続手続手続［［［［提出先提出先提出先提出先・・・・納付先納付先納付先納付先］］］］     【事務所より一言】 

 

 蒸し暑くどんよりとし

た日々が続いております

が、皆さまにおかれまし

てはいかがお過ごしで

しょうか？ 

 最近私は、パーソナル

モチベーター、セラピス

トの「石井裕之 氏」の

「ダイナマイトモチベー

ション６か月プログラ

ム」というCDを購入し 

てモチベーションのアッ

プを図っています。 

 この石井氏は、著書も

多く出版していますの

で、書店に行かれたとき

は手にとって見てくださ

い。 

 皆さまの心強いパーソ

ナルコーチが見つかるか

もしれません・・（忠） 

シリーズ 

    営業日 月曜日～金曜日（祝祭日除く） 

営業時間 午前９時～午後６時 

10101010日日日日    

○健保・厚年の月額算定基礎届の提出期限＜7月1日～10日＞ 

［社会保険事務所または健保組合］ 

○源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付［郵便局または銀行］ 

○特例による源泉徴収税額の納付＜1月～6月分＞［郵便局または銀行］ 

○勤労青少年旅客運賃割引証交付申請書の提出＜7月11日～8月20日＞ 

［労働基準監督署］ 

○雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前月以降に採用した労働者がいる場合＞ 

［公共職業安定所］ 

○労働保険一括有期事業開始届の提出＜前月以降に一括有期事業を開始している場合＞ 

［労働基準監督署］ 

15151515日日日日    

○所得税予定納税額の減額承認申請＜6月30日の現況＞の提出［税務署］ 

○身障者・高齢者・外国人雇用状況報告書の提出［公共職業安定所］ 

31313131日日日日    

○所得税予定納税額の納付＜第1期分＞［郵便局または銀行］ 

○固定資産税＜都市計画税＞の納付＜第2期分＞［郵便局または銀行］ 

○労働者死傷病報告の提出＜休業4日未満、4月～6月分＞［労働基準監督署］ 

○健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］ 

○日雇健保印紙保険料受払報告書の提出［社会保険事務所］ 

○労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出［公共職業安定所］ 

                                good partnergood partnergood partnergood partner    

    

    第２回 「代休」と「振替休日」の違いは？ 
 

 ◆代休とは、休日に労働させた後でその分の休日を付与する 

  ことです。 

 

   代休の場合は、休日に働いた扱いになります。そのため、働いた日が法定 

  休日であれば、代休の他に休日出勤に対する３割５分以上の割増賃金分 

  を会社は従業員に支払わなければなりません。 

 

 ◆振替休日とは、休日と定められている日と労働日を会社が 

  事前に変更し、休日だった日を労働日とすることです。 

 

   もともと休日であった日に働いても、その日はすでに会社によって労働日 

  に振替えられているので、休日に働いたことになりません。従って、振替え 

  た日が法定休日があっても割増賃金を支払う必要はありません。 

《注意点》 

 休日を振替えたことにより、その週の労働時間が法定労働時間（40時間）を  

超えるときは、超えた時間を時間外労働として扱わなければなりません。 

    

“基本の 基基基基
きききき

”””” 

いまさら聞けない 


